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基準 11 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点 11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になっ

ており，校長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える態勢となっ

ているか。 

 
（観点にかかる状況） 

本校では，校長のリーダーシップの下に，教務主事，学生主事，寮務主事，広報主事を副校長と

して配置し，組織ごとに学科長・専攻科長及び各センター長などを配置して，迅速な意思決定がで

きる態勢をとっている（資料 11－１－①－１）。各主事の役割については，学則第９条で明確に定

めている（資料 11－１－①－２）。また，平成 25年度から，企画・評価担当の副校長を新設し，外

部評価及び第三者評価や中期計画並びに公開講座等の企画などを担当することにしている。 
 学校の管理運営等の重要な事項を審議し意思決定を行う機関として，内部組織規則第 14条により

運営委員会を設置し，同規則第 16条により各種委員会を設置し，それぞれ規則を定めている（資料

11－１－①－３，４）。運営委員会は，校長を委員長に，各副校長，各学科長，専攻科長，図書館長，

情報処理教育センター長，地域共同研究推進センター長，練習船弓削丸船長，各学科から選出され

た教員各１名，事務部長及び技術支援センター長を委員として組織されており，毎月１回開催する

こととしている（資料 11－１－①－５，６）。運営委員会での審議・報告内容は，委員である各所

属の長から教職員へ周知徹底されており，必要に応じて教員会議で校長から周知している。なお，

練習船「弓削丸」は練習船運航委員会に基づいて適切に運航されており，体制間の連携強化を図る

ため，平成 23年度から練習船弓削丸船長を委員に追加した（資料 11－１－①－７）。 
 各種委員会の中で自己点検評価委員会，人事委員会，入学試験委員会，安全衛生委員会，将来計

画委員会，環境マネジメント委員会，国際交流委員会，情報セキュリティ管理委員会及びリスク管

理室会議などの主要な会議については，校長が委員長を務めることにしており，全体を把握しリー

ダーシップをとれる体制となっている。また，各副校長・専攻科長・各センター長等は，担当委員

会の委員長を務めることにしており，重要な事項については運営委員会に上げて審議・報告するこ

ととしており，効果的な意思決定が行える態勢をとっている（資料 11－１－①－８）。 
  
（分析結果とその根拠理由） 
 本校では，校長のリーダーシップの下に，教務主事，学生主事，寮務主事，広報主事を副校長と

して配置し，迅速な意思決定ができる態勢になっている。平成 25年度からは，企画・評価担当副校

長を新設した。校長，各副校長，専攻科長，各センター長等が，所掌するそれぞれの委員会の委員

長を務めることにしており，その役割を明確にしている。 
 以上のことから，本校では，校長，各副校長，委員会等の役割が明確になっており，校長のリー

ダーシップの下で，効果的な意思決定が行える態勢となっている。 
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資料 11－１－①－１  

（出典：2013学校要覧Ｐ．４） 
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資料 11－１－①－２ 
 

資料 11－１－①－３ 

（出典：弓削商船高等専門学校規則集２－31抜粋） 

（出典：弓削商船高等専門学校規則集１－１抜粋） 
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資料 11－１－①－４ 
 

（出典：総務課） 
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資料 11－１－①－５ 
 

（出典：弓削商船高等専門学校規則集２－１抜粋） 
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資料 11－１－①－６ 
 

（出典：平成 24年度第１回運営委員会） 
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資料 11－１－①－７ 
  

 

（出典：平成 23年度第４回運営委員会） 
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資料 11－１－①－８ 

（出典：総務課） 



弓削商船高等専門学校 基準 11 

- 622 - 

観点 11－１－②： 管理運営の諸規程が整備され，各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担

し，効果的に活動しているか。また，危機管理に係る体制が整備されているか。 

 
（観点に係る状況） 
 管理運営に関する諸規程については，組織及び運営を行うための委員会規則が定められており，

教育活動，学生指導，庶務，人事，会計，施設・設備等に係る諸規定が整備されている（資料 11－

１－②－１）。 
 各種委員会は，校長が運営委員会，将来計画委員会等を，教務主事が教務委員会等，学生主事が

厚生補導委員会等，寮務主事が寮務委員会等，広報主事が広報委員会等，企画・評価担当副校長が

公開講座委員会等，各センター長が各センター委員会等をそれぞれ所掌し，適切に役割を分担して

いる（資料 11－１－①－８）。これらの各種委員会については，随時，組織の見直しを行い，効果

的に活動できるように改善を図っている（資料 11－１－②－２）。 
 事務組織は，事務組織及び事務分掌規則に基づき，事務部長が置かれ，事務部長の下に総務課，

学生課，企画広報室が置かれている（資料 11－１－②－３）。同規則により各事務分掌について明

確かつ適切に役割が分担されるよう定められており，事務職員が教員と密接な連携を取りながら，

それぞれの職務を効果的に遂行している（資料 11－１－②－４）。 
 技術職員については，平成 21 年 10 月に技術支援センターを設置し，教員が務める技術支援セン

ター長の下に技術長を配し，第１技術班・第２技術班に分かれて配属されている。技術職員は，教

職員と連携しながら，教育支援，研究支援，地域連携支援の業務に従事している（資料 11－１－②

－５，６）。また，練習船弓削丸班員は，弓削丸船長の指揮の下で学生の航海実習・実験実習を始め

として，学校行事，広報活動，公開講座，出前授業，共同研究などでの運行業務に従事している（資

料 11－１－②－７）。 

本校において発生することが予想される様々な事象に伴う危機に組織的に迅速かつ的確に対処す

るため，危機管理体制及び危機事象発生時の基本的な対処方法等に関し，必要な事項を危機管理規

則で定めている（資料 11－１－②－８）。また，同規則に基づき，本校の学生，教職員及び近隣住

民に被害が及ぶ恐れがある様々な危機事象を未然に防止し，また，発生した場合に被害を最小限に

くい止めることを目的として危機管理マニュアルを整備している（資料 11－１－②－９）。危機管

理規則の中で，リスク管理室の室長は校長をもって充てると定め，危機管理マニュアルの中でリス

クランクをＡ～Ｃに分類し，Ａ及びＢに該当すると判断された場合には，校長が危機事象の対処の

ため速やかに危機対策本部を設置し，危機事象への対応を行うこととしている。平成 23年度には，

上島町消防署と連携し，震災発生時への対応のため防災教育セミナーを実施した（資料 11－１－②

－10）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
管理運営に関する諸規程は，委員会規則及び関連規則・規程により整備されている。 

 各種委員会及び事務組織については，諸規則に従って適切な役割分担がなされており，随時，効

果的な活動を図るための自己点検及び改善を図っている。 
 危機管理に係る体制は，危機管理規則及び危機管理マニュアルにより役割を適切に分担すること

及び危機事象発生時の対応を明確に定めている。 
 以上のことから，本校において，管理運営の諸規程が整備され，各種委員会及び事務組織が適切
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に役割を分担し，危機管理に係る体制が整備され，それぞれ効果的に活動している。 
資料 11－１－②－１ 
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資料 11－１－②－１ 

（出典：総務課） 



弓削商船高等専門学校 基準 11 

- 625 - 

資料 11－１－②－２ 
 

（出典：平成 22年度第 11回運営委員会） 
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資料 11－１－②－３ 
 

（出典：弓削商船高等専門学校規則集３－１抜粋） 
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資料 11－１－②－４ 
 

（出典：平成 22年度自己点検・評価報告書Ｐ．29） 
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資料 11－１－②－５ 

（出典：技術支援センター） 
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資料 11－１－②－６ 
 

（出典：技術支援センター） 
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資料 11－１－②－７ 
 

（出典：弓削丸年報平成 23年度版Ｐ．13） 
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資料 11－１－②－８ 
 

（出典：弓削商船高等専門学校規則集 
２－42抜粋） 
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資料 11－１－②－９ 
 

（出典：弓削商船高等専門学校危機管理マニュアル） 
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資料 11－１－②－10 
 

 

（出典：総務課） 
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観点 11－２－①： 自己点検・評価が学校として策定した基準に基づいて高等専門学校の活動の

総合的な状況に対して行われ，かつ，その結果が公表されているか。 

 
（観点に係る状況）  
本校では，自己点検評価委員会において，教育研究，組織及び管理運営並びに施設・設備の状況

について，毎年，適切な評価項目を決めて，自己点検・評価を行い，報告書を作成している（資料

11－２－①－１～３）。自己点検・評価報告書は，ウェブサイトに掲載し，高専機構本部，関係大学・

高専，近隣の教育委員会等へ送付し公表している（資料 11－２－①－４，５）。 
また，中期計画については，高専機構の中期計画の変更に対応させて年度ごとに計画を策定し，

実施状況を取り纏め，外部有識者によって組織されている運営諮問会議での報告及びウェブサイト

掲載により公表している（資料：11－２－①－６）。第１期中期計画５年分については，中期計画推

進室が中心になって自己評価を行い，実施報告書を作成した（資料 11－２－①－７）。同報告書は，

学内外へ発送するとともに，運営諮問会議で諮問事項として報告し，諮問委員による議論と提言を

受けた（資料 11－２－①－８）。 
高等専門学校機関別認証評価については，１回目の審査を平成 18年度に受審し，自己評価書及び

評価結果を本校ウェブサイトにより公表している（資料 11－２－①－９）。 
 

（分析結果とその根拠理由） 
 本校では，自己点検評価委員会において，評価項目を策定し，不断に自己点検・評価を実施して

きている。自己点検・評価報告書は，ウェブサイトへの掲載の他，関係機関等へ送付し公表してい

る。 
また，中期計画については，年度計画を策定し，毎年，実施状況を取り纏め，運営諮問会議での

報告及びウェブサイト掲載により公表している。中期計画５年分については，自己評価を含む実施

報告書を作成し，公表するとともに，運営諮問会議で議論と提言を受けた。 
高等専門学校機関別認証評価は，平成 18年度に第１回を受審し，自己評価書及び評価結果をウェ

ブサイトに掲載し公表している。 
 以上のことから，自己点検・評価が本校として策定した基準及び項目に基づいて，学校の活動の

総合的な状況に対して行われ，その結果が適切に公表されている。 
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資料 11－２－①－１ 
 

（出典：弓削商船高等専門学校規則集２－２抜粋） 
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資料 11－２－①－２ 
 

（出典：平成 24年度第１回自己点検評価委員会） 
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資料 11－２－①－３ 
 

（出典：企画広報室） 
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資料 11－２－①－４ 
 
 

資料 11－２－①－５ 
自己点検・自己評価書送付先一覧 

 

（出典：本校ウェブサイト） 

（出典：企画広報室） 
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資料 11－２－①－６ 
 

（出典：企画広報室） 
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資料 11－２－①－７ 
 

（出典：第１期中期計画実施報告書表紙，Ｐ．49～51） 
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資料 11－２－①－８ 
 

（出典：第６回運営諮問会議報告書Ｐ．８，10，12） 
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資料 11－２－①－９ 
 

 

（出典：本校ウェブサイト，高等専門学校機関別認証評価 自己評価報告書表紙） 
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観点 11－２－②：  自己点検・評価の結果について，外部有識者等による検証が実施されている

か。 

 
（観点に係る状況） 

本校の管理運営及び教育活動の状況について審議し，学校運営の一層の発展に資することを目的

に，外部有識者による運営諮問会議を平成 16年に設置し，毎年，運営諮問会議を実施している（資

料 11－２－②－１，２）。 

平成 16 年度の運営諮問会議においては，本校の総合的な現状と課題について取り纏めた自己点

検・評価報告書に基づいて諮問し提言を受けた。平成 21 年度には，第１期中期計画に関して自己

評価を行った実施報告書について諮問し，提言及び助言を受けた。平成 24年度は，平成 23年度の

自己点検・評価結果に沿って，「高専間の連携について」と「学校の管理運営について」を諮問し，

参考となる具体的な事例や意見などによって検証が行われている（資料 11－２－②－３～５）。 

運営諮問会議の内容については，報告書を作成し，ウェブサイトで公表している（資料 11－２－

②－６）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 外部有識者による審議組織として，運営諮問会議を設置している。毎年，運営諮問会議において

本校の自己点検・評価報告書を配布し，必要と思われる事項について同報告書に沿った内容を諮問

し，提言及び助言を受けている。 

 以上のことから，本校では，自己点検・評価の結果について，外部有識者等による検証が実施さ

れている。 
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資料 11－２－②－１ 

（出典：弓削商船高等専門学校規則集２－26抜粋） 
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資料 11－２－②－２ 
 

（出典：企画広報室） 
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資料 11－２－②－３ 
 

（出典：平成 23年度自己点検・評価報告書目次） 
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資料 11－２－②－４ 
 

（出典：第９回運営諮問会議資料 表紙と委員名簿） 



弓削商船高等専門学校 基準 11 

- 648 - 

資料 11－２－②－５ 
 

（出典：第９回運営諮問会議資料 本冊Ｐ．９） 
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（出典：本校ウェブサイト） 
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観点 11－２－③： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に

結び付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

 
（観点に係る状況） 
 自己点検・評価や外部評価の評価結果をそれぞれ報告書にまとめ，全教職員に配布及びウェブサ

イト掲載により周知している。また，中期計画については，中期計画推進室を中心に，年度計画を

策定し，実施を推進し，年度計画の実施状況の一覧表を作成し，ウェブサイトに掲載して周知し，

次年度の年度計画に反映する等のフィードバックを行っている（資料 11－２－③－１）。 
評価結果についての対応は，自己点検評価委員会において審議し，必要な事項は運営委員会に報

告し，各学科，各種委員会及び各センター等において担当し実施するなどして，学校の目的の達成

のため改善に結び付けられるシステムを構築している（資料 11－２－③－２）。 

管理運営上の改善に結び付いた取組の具体例としては，組織の改善例として，平成 21 年度の国

際交流活動に関する自己点検を受けて，新たに国際交流推進室を設置した（資料 11－２－③－３，

４）。また，平成 22 年度自己点検・評価報告書の中の各学科等の自己分析（現状と課題）を受けて，

志願者確保のため新たに学外検査場として，平成 24 年度から岡山会場を新設し，津山高専及び広

島商船高専と連携して最寄地受検制度を実施することにした（資料 11－２－③－５）。 

  
（分析結果とその根拠理由） 
 本校では，自己点検・評価や外部評価の評価結果は，自己点検評価委員会及び運営委員会におい

て学校の対応について検討し，学科や各種委員会において改善に取り組んでいる。評価結果は，中

期計画の年度計画にも反映され，中期計画推進室を通じて改善策への取組の推進とその結果をフィ

ードバックできるシステムを構築している。 
 具体的な例として，国際交流推進室の設置や学力入試の学外検査場の新設など，管理運営上の改

善に結び付く取組を行っている。 
 以上のことから，評価結果がフィードバックされ，本校の目的の達成のための改善に結び付けら

れるようなシステムが整備され，具体的に有効な運営が図られている。 
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（出典：企画広報室） 
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（出典：企画広報室） 
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（出典：平成 21年度自己点検・評価報告書Ｐ．14，15） 



弓削商船高等専門学校 基準 11 

- 654 - 

資料 11－２－③－４ 
 

資料 11－２－③－５ 

 

（出典：平成 22年度第３回運営委員会） 

（中略） 

（中略） 

（出典：平成 24年度第１回入学試験委員会） 
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観点 11－３－①： 外部有識者等の意見や第三者評価の結果が適切な形で管理運営に反映されて

いるか。 

 

（観点に係る状況） 
本校では，管理運営面に関する意思決定プロセスにおいて，外部有識者の意見の反映システムと

して，運営諮問会議での提言に対応する態勢をとっている（資料 11－２－②－１，２，資料 11－２

－③－２）。運営諮問会議での提言は運営委員会で報告されたのち，自己点検評価委員会において本

校の対応方法が検討され，各学科や各種委員会及び各センター等において実行され，次年度の運営

諮問会議で報告している。 
実例を挙げると，第５回運営諮問会議で受けた学校ＰＲに関する提言に対応して，広報主事・主

事補を設置した（資料 11－３－①－１，２）。また，第８回運営諮問会議での寮生活の支援につい

ての提言を受けて，学寮新棟建築ＷＧを設置した（資料 11－３－①－３～５）。 
  
（分析結果とその根拠理由） 
 運営諮問会議において受けた提言は，運営委員会において報告され，全教職員へも周知されてい

る。提言に対する学校の対応について，自己点検評価委員会において検討され，各学科や各種委員

会及び各センターにおいて実行される態勢をとっており，具体的に管理運営について適切に活用さ

れている。 
 以上のことから，本校では，外部有識者等の意見や第三者評価の結果が適切な形で管理運営に反

映されるシステムを有し，実際に改善に役立てている。 
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（出典：第５回運営諮問会議報告書Ｐ．２，４，５） 
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（出典：平成 20年度第 11回運営委員会） 

（中略） 
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資料 11－３－①－４ 

（出典：平成 24年度第６回運営委員会） 

（中 略） 

（出典：第９回運営諮問会議資料 本冊Ｐ．８） 
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（出典：総務課） 
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観点 11－３－②： 学校の目的を達成するために，外部の教育資源を積極的に活用しているか。 

 

（観点に係る状況） 
 企業技術者活用プログラムを利用して，船舶管理技術者育成プログラムや情報処理システムの活

用事例紹介プログラム等を実施している（資料 11－３－②－１） 

協働教育の理念を実践する活動として，平成 24年度から商船学科を有する５高専連携による５年

間計画の大型プロジェクトとして，文部科学省の大学間連携共同教育推進事業に「海事分野におけ

る高専・産業界連携による人材育成システムの開発」が採択され，実施している。このプロジェク

トでは，５校と海事関連団体である（社）日本船主協会，（社）全日本船舶職員協会，全日本海員組

合，国際船員労務協会が一つのチームとなり，「柔軟で高度な海事技術者」を協働して育成する新た

な海事教育システムを開発することを目的としている（資料 11－３－②－２）。 
 他の高等教育機関との連携による外部教育資源の活用として，本校が中心になって「四国地区高

専との連携・交流事業に伴う特別講義」を実施している（資料 11－３－②－３）。毎夏，本校の練

習船「弓削丸」を活用し，環境問題やエネルギー技術について，各高専から派遣された教員による

講義を各高専の希望学生が受講している。また，国際交流協定を締結しているタイ王国ナコンパノ

ム大学との国際交流を通じて，卒業研究の共同プロジェクト等を実施している（資料 11－３－②－

４）。 
 地域の外部教育資源の活用として，愛媛銀行と連携協力協定を締結し，教育研究の充実及び人材

育成を図るため，ひめぎん情報センター研究員による出前授業等を実施している（資料 11－３－②

－５，６）。 
 教職員の資質向上を図るため四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（ＳＰＯＤ）からの講師

派遣によるＦＤ講演会を実施し，ティーチング・ポートフォリオ作成ワークショップへ積極的に参

加している（資料 11－３－②－７，８）。 
 
（分析結果とその根拠理由） 
企業技術者活用プログラムの活用，大学間連携共同教育推進事業の実施，他の高等教育機関との

連携による外部教育資源の活用，愛媛銀行との連携協力協定に基づく出前授業の実施，四国地区大

学教職員能力開発ネットワークを活用したＦＤ活動を行うなど，本校では，学校の目的を達成する

ために，外部の教育資源を積極的かつ多様に活用している。 
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（出典：学生課） 
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（出典：学生課） 
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（出典：「特別講義」実施要領） 
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（出典：本校ウェブサイト） 
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（出典：企画広報室） 
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（出典：本校ウェブサイト） 
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資料 11－３－②－７ 
 

資料 11－３－②－８ 

（出典：学生課） 

（出典：本校ウェブサイト） 
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観点 11－４－①： 高等専門学校における教育研究活動等の状況や，その活動の成果に関する情

報を広くわかりやすく社会に発信しているか。 

 
（観点に係る状況） 
 本校の総合的な活動については学校要覧に，概要は学校案内として刊行し，関係機関等にそれぞ

れ配布している（資料 11－４－①－１，２）。また，ウェブサイトに本校の概要や活動状況及び情

報公開などを掲載している（資料 11－４－①－３）。 
 「商船だより」及び「専攻科だより」は，全保護者へ郵送・配布している（資料 11－４－①－４，

５）。 
 本校の様々な情報を地元自治体の広報誌「広報かみじま」や文部科学省関係広報誌「文教ニュー

ス」等へ提供し，本校の活動が紹介されている（資料 11－４－①－６，７）。 
 研究活動及び成果については，研究者要覧をウェブサイトで公開し，研究シーズ集を刊行し，技

術振興会「しまなみテクノパートナーズ」に関する情報はウェブサイトの技術振興会の中でアクセ

スできるようにしている（資料 11－４－①－８～10）。 

 
（分析結果とその根拠理由） 
 本校における教育研究活動等の状況やその活動の成果に関する情報は，本校のウェブサイト，各

種刊行物，関係機関の広報誌等を通して広くわかりやすく社会に発信されている。 
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（出典：企画広報室） 
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（出典：学生課） 
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（出典：本校ウェブサイト） 
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（出典：弓削商船だより 第 84号） 
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（出典：専攻科だより第 26号） 
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（出典：広報かみじま 11月号） 
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資料 11－４－①－７ 
文教速報 

 
 著作権に関係するための削除 

（出典：文教速報 第 7771号） 
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（出典：本校ウェブサイト） 
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資料 11－４－①－10 
 

（出典：四国地区高専教員シーズ集） 

（出典：本校ウェブサイト） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 
 外部の教育資源の活用として，協働教育を実践するため，商船学科を有する５高等専門学校連携

による大型プロジェクトとして，（社）日本船主協会，（社）全日本船舶職員協会，全日本海員組合，

国際船員労務協会と連携して，文部科学省の大学間連携共同教育推進事業「海事分野における高等

専門学校・産業界連携による人材育成システムの開発」を平成 24年度から５年間計画で，「柔軟で

高度な海事技術者」を協働して育成する新たな海事教育システムを開発することを目的とし，実施

している。 
（改善を要する点） 
 該当なし 
 
（３）基準 11 の自己評価の概要 

校長のリーダーシップの下に，教務主事，学生主事，寮務主事，広報主事及び企画・評価担当の

５副校長を配置し，組織ごとに学科長・専攻科長及び各センター長などを配置して，役割を明確に

分担し，迅速な意思決定ができる態勢をとっている。各種委員会，事務組織及び危機管理体制につ

いては，諸規程が整備され，適切な役割分担がなされており，随時，効果的な活動を図るための自

己点検及び改善が図られている。 
 自己点検・評価については，毎年，策定した基準に基づいて，自己点検・評価報告書を作成し広

く公表し，運営諮問会議で検証がなされている。それを踏まえて，国際交流推進室の設置や学力入

試の学外検査場の新設など，管理運営上の改善に結び付く取組を行っている。中期計画については，

中期計画推進室が中心になって，高等専門学校機構の中期計画の変更に対応させて年度計画を策

定・更新し，毎年，実施状況を取り纏め，運営諮問会議での報告及びウェブサイト掲載により公表

している。第１期中期計画５年分については，自己評価を含む実施報告書を作成し，公表するとと

もに，運営諮問会議で議論と提言を受けた。また，運営諮問会議での諮問事項に対する提言につい

ては，学校での対応を検討し，広報主事・主事補の設置や学寮新棟建築ＷＧの設置など具体的な改

善に役立てている。 
 外部教育資源の活用として，企業技術者活用プログラムの活用，大学間連携共同教育推進事業の

実施，他の高等教育機関との連携事業の実施，愛媛銀行との連携協力協定に基づく出前授業の実施，

四国地区大学教職員能力開発ネットワークを活用したＦＤ活動など多様な活動を行っている， 
 本校における教育研究活動等の状況や，その活動の成果に関する情報は，学校要覧を始めとする

各種刊行物，ウェブサイト，関係機関の広報誌などを通して広くわかりやすく社会に発信している。 
 


